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株主優待制度の変更に関するお知らせ 

 

当社は、2026 年７月 10 日開催の取締役会において、株主優待制度の内容を下記のとおり変更 

することを決議いたしましたので、お知らせします。 

 

記 

 

１．変更の理由 

当社は、株主の皆様の日頃のご支援に感謝するとともに、当社株式への投資魅力を高め、より多くの

株主の皆様に中長期的に当社株式を保有していただくことを目的として、株主優待制度を実施しており

ます。 

このたび、株主様より「当社子会社である株式会社コーエンの店舗でも株主優待券を利用できるように

してほしい」とのご要望をいただいていることを踏まえ、株主の皆様の利便性向上を図るため、株主優待

制度の内容を変更することといたしました。 

これにより、従来の当社店舗に加え、株式会社コーエンの店舗でも株主優待券をご利用いただけるこ

ととなり、株主の皆様にとってご利用可能な店舗の選択肢が広がるものと考えております。 

また、株主の皆様にとってより分かりやすい制度運用とする観点から、現在の外税方式の見直しもあわ

せて実施いたします。 

 

２．変更の内容 

（１）株式会社コーエンの店舗でも使用可能 

2026 年８月 31 日を基準日とする株主優待制度より、店舗用の株主優待券を、当社店舗に加え、株

式会社コーエンの店舗でも共通してご利用いただける優待券へ変更いたします。 

EC 用の株主優待券につきましては従来どおり当社 ECサイト専用の株主優待券として継続してご

利用いただけます。株式会社コーエンの ECサイトでのご利用については今後検討してまいります。 

（２）外税方式の見直し 

現在、株主優待券は外税方式により運用しておりますが、株主の皆様にとってより分かりやすい制

度運用とする観点から、見直しを実施いたします。



（３）電子化の検討 

当社では、株主の皆様の利便性向上、ならびに紙の株主優待券の発行・発送に係るコストおよび運

用面の負担軽減を目的として、株主優待券の電子化についても検討する方向で協議を進めています。 

電子化の実施時期、対象範囲および具体的な利用方法等につきましては現時点で未定であり、決

定次第、速やかにお知らせいたします。 

 

３．制度変更の時期 

2026 年８月 31 日を基準日とする株主優待制度（2026 年 11 月発送分）より、変更後の制度を適用い

たします。 

株主優待の対象となる保有株式数および優待券の額面に変更はありません。詳細なご利用条件

につきましては、株主優待券の発送時に同封するご案内および当社ホームページ等にてお知らせ

いたします。 

以上 


